
 

 

 

独立行政法人電子航法研究所 中期目標 

 

  独立行政法人電子航法研究所（以下「研究所」という。）は、電子航法に関する試

験、調査、研究及び開発を行うことにより、交通の安全の確保とその円滑化を図るこ

とを目的とした、わが国唯一の試験研究機関であるが、その運営に当たっては、自律

性、自発性及び透明性を備え、業務をより効率的かつ効果的に行うという独立行政法

人化の趣旨を十分に踏まえつつ、本中期目標に従って、質の高いサービスを提供する

こと等により、わが国の交通の安全と円滑化に貢献する等国土交通政策に係るその任

務を的確に遂行するものとする。 

 

１．中期目標の期間 

平成１３年４月１日から平成１８年３月３１日までの５年間とする。 

 

２．業務運営の効率化に関する事項 

（１）組織運営  

高度化、多様化する社会ニーズに迅速かつ効果的に対応できるよう、責任の所在を

明確にした研究企画・総合調整機能の充実等の措置により、弾力的な組織運営を確

保すること。 

（２）人材活用  

職員の評価について、公正で透明性の高い評価のためのルールを確立し、責任を持

って実施する。職員の業績評価は、研究の特性等に配慮した多様な評価基準によっ

て行い、職員の個性と創造性を伸ばすようにすること。 

また、若手研究者について、柔軟かつ競争的な研究開発環境を構築するため、任期

付任用の普及と資質・能力に応じた活躍の場の確保に努めること。  

（３）業務運営         

研究者が本来の業務に専念できる環境を整備するため、研究に付随する諸作業、補

助、管理業務などの間接的な業務負荷の外部委託の活用等による低減及び管理・間

接業務経費の縮減等の措置により、業務運営の効率化を図ること。 



 

 

 特に、一般管理費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費を除く）に

ついて、本中期目標の期間中に見込まれる当該経費総額（初年度の当該経費相当分に

５を乗じた額）を２％程度抑制すること。 

 

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項    

（１）社会ニーズに沿った研究の重点的推進  

  （基本方針）                                          

電子航法に関する試験、調査、研究及び開発等を行うことにより、交通の安全の確

保とその円滑化を図るという研究所の目的を踏まえ、以下の基本方針を定める。 

① 重点研究開発領域を設定し、より質の高い研究成果を上げることを目指すこと。 

② 競争的資金獲得、研究評価、研究者の資質向上等の措置により、研究成果の質の

向上を目指すこと。 

③ その他社会的に重要と判断される研究についても、適切に対応すること。 

（具体的措置） 

① 衛星・データ通信などの新技術を導入した次世代の通信・航法・監視システムの

開発・整備に必要な研究を行い、技術課題の抽出及びその解決を図ること。 

② 増大する航空交通量に対応するためのより高度な航空交通管理手法の開発に必

要な研究を行い、技術課題の抽出及びその解決を図ること。 

③ 電子航法に関する基盤的・先導的な研究を実施し、基盤技術の蓄積に努めること。 

なお、重点研究開発領域の設定にあたっては、社会ニーズの適切な把握、将来的な

発展性、基礎研究の重要性等を考慮することとし、中期目標期間中の重点研究開発

領域に配分される研究費の全研究費に対する配分比率を９０％以上とすること。 

（２）他機関との有機的連携                                  

関連する分野について研究を行っている国内外の研究機関等との共同研究・受託試

験を過去５カ年実績から１０％程度増加させる、また国際協調の下での最新技術動

向の把握及び研究成果の発信のための国際交流・貢献及び研究の実施に必要な職員

を確保するための人材交流をそれぞれ過去５カ年実績から１０％程度増加させる

こと等により、他機関との有機的連携を図り、より高度な研究の実現に努めること。 

（３）成果の普及、活用促進                 



 

 

独立行政法人の業務に係る啓発を行うとともに、国民の利便を増加する観点から、

研究成果の広報、行政への研究成果の反映、国際会議への積極的な寄与、利用可能

なメディアを通じた研究成果の公表件数及び、特許の出願件数を過去５カ年実績か

ら１０％程度増加させる等の措置により、業務成果の普及・活用を図ること。 

 

４．財務内容の改善に関する事項                            

運営費交付金を充当して行う事業については、「２．業務運営の効率化に関する事項」

で定めた事項について配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行う

こと。 

 

５．その他業務運営に関する重要事項 

（１）施設設備に関する事項 

研究所の施設・設備については、研究遂行上必要不可欠な基盤的設備の計画的整備

を進めるとともに、陳腐化によって研究効率が低下しないよう計画的な更新を進め

ること。            

（２）人事に関する事項 

人事に関する計画を策定することにより、適切な法人運営を図ること。 

 

 


